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令和６年度介護保険制度改正について（人員、設備及び運営基準） 

 

 

 令和６年度の介護保険制度の改正内容（人員、設備及び運営基準）をサービ

ス種別毎に記載しておりますので、条例及び要綱と照らし合わせながら内容を

ご確認ください。 

 なお、本改正は令和６年４月１日から施行されました。 

 

 

 

１．区指定の全サービス共通（居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型（介

護予防）、総合事業）※一部サービスを除く項目あり。 

 

①「書面掲示」規制の見直し 

事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事

項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、「書面掲示」に

加え、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付ける。その際、１年の

経過措置を設けることとする。 

○該当する条文 

・中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例（以下、「地域密着型基準」という。）第３４条（第５９条、第５９

条の３８、第８０条、第１０８条、第１２８条、第１４９条、第１７７条、第

１８９条及び第２０２条の準用含む。） 

・中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例（以下、「地域密着型介護予防基準」という。）第

３２条（第６５条及び第８６条の準用を含む。） 
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・中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（以下、「介護予防支援基準」という。）第２３条 

・中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例（以下、「居宅介護支援基準」という。）第２４条 

・中野区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第７条に規定する別に定める

基準において適用する「介護保険法施行規則第１４０条の６３の６第１号に

規定する厚生労働大臣が定める基準（令和６年３月１５日厚生労働省告示第

８４号。）」（以下、「国基準」という。）第２８条（第６１条の準用含む。） 

 

②身体拘束等の適正化の推進（居住系サービスを除く。） 

⑴（看護）小規模多機能型居宅介護のみ 

身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の設置、指針の整備、研修の実施）

を義務付ける。その際、1年の経過措置を設けることとする。 

⑵その他のサービス 

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととする。また、身体的拘

束等を行う場合の記録を義務付ける。 

○該当する条文 
・地域密着型基準第２４条、第４２条、第５１条、第５８条、第５９条の９、第

５９条の１９、第５９条の３０、第５９条の３７、第７０条、第７９条、第９

２条及び第１９７条 

・地域密着型介護予防基準第４０条及び第４２条、第５３条 

・介護予防支援基準第３０条及び第３２条 

・居宅介護支援基準第１５条及び第３１条 

・国基準第３８条、第４０条、第６０条及び第６３条 

 

③管理者の責務及び兼務範囲の明確化（介護予防支援を除く） 

 ⑴提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に

運営する観点から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面

等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管

理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事

業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内に
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おける他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。 

 ⑵（看護）小規模多機能型居宅介護における管理者について、提供する介護

サービスの質を担保しつつ、事業所を効率的に運営する観点から、他の事業

所の管理者及び従事者との兼務可能なサービス類型を限定しないこととす

る。 

○該当する条文 

・地域密着型基準第７条、第４８条、第５９条の４、第５９条の２４、第６２

条、第６６条、第８３条、第１１１条、第１２１条、第１３１条、第１６６   

条及び第１９２条 

・地域密着型介護予防基準第６条、第１０条、第４５条、第７２条及び第７９

条 

・居宅介護支援基準第５条 

・国基準第５条及び第４９条 

 

２．（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置の義務付け 

介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽出

及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳

や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備

するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、３年間の経

過措置期間を設けることとする。 
○該当する条文 

・地域密着型基準第１０６条の２ 

・地域密着型介護予防基準第６３条の２ 

 

３．（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

①協力医療機関との連携体制の構築 

高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連

携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支

援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見
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直しを行う。 

ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関 

を定めるように努めることとする。 

ⅰ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談

対応を行う体制を常時確保していること。 

ⅱ 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。 

イ 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場

合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該

事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。 

ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能と

なった場合においては、速やかに再入所させることができるように努める

こととする。 

○ 該当する条文 

・地域密着型基準第１２５条 

・地域密着型介護予防基準第８３条 

 

②新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 

入居者における新興感染症発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる

体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と

連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとす

る。 

また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関

との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務付け

る。 

○該当する条文 

・地域密着型基準第１２５条 

・地域密着型介護予防基準第８３条 

 

③利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置の義務付け 

介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽出

及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳

や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備
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するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、３年間の経

過措置期間を設けることとする。 
○該当する条文 

・地域密着型基準第１２８条（第１０６条の２の準用） 

・地域密着型介護予防基準第８６条（第６３条の２の準用） 

 

４．地域密着型特定施設入居者生活介護 

①生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟

化 

テクノロジーの活用等により介護サービスの質の向上及び職員の負担軽減を

推進する観点から、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負

担軽減に資する方策を検討するための委員会において、生産性向上の取組に当

たっての必要な安全対策について検討した上で、見守り機器等の複数のテクノ

ロジーの活用、職員間の適切な役割分担等の取組により、介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる指定特定施設に係る当該

指定特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、常勤換

算方法で、要介護者である利用者の数が３（要支援者の場合は 10）又はその端

数を増すごとに 0.9以上であることとする。 

○該当する条文 

・地域密着型基準第１３０条 

 

②協力医療機関との連携体制の構築 

高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連

携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支

援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見

直しを行う。 

ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関 

を定めるように努めることとする。 

ⅰ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談

対応を行う体制を常時確保していること。 

ⅱ 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。 

イ 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場
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合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該

事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。 

ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能と

なった場合においては、速やかに再入所させることができるように努める

こととする。 

○ 該当する条文 

・地域密着型基準第１４７条 

 

③新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 

入居者における新興感染症発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる

体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と

連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとす

る。 

また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関

との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務付け

る。 

○該当する条文 

・地域密着型基準第１４７条 

 

④利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置の義務付け 

介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽出

及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳

や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備

するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、３年間の経

過措置期間を設けることとする。 
○該当する条文 

・地域密着型基準第１４９条（第１０６条の２の準用） 

 

５．地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

①緊急時等における対応方法の定期的な見直しの義務付け 

介護老人福祉施設があらかじめ定めることとされている緊急時等における対
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応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとし、ま

た、1年に 1回以上、見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法

の変更を行わなければならないこととする。 

○該当する条文 

・地域密着型基準第１６５条の２ 

 

②協力医療機関との連携体制の構築 

高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連

携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支

援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見

直しを行う。 

ア 以下の要件を満たす協力医療機関（ⅲの要件を満たす協力医療機関に

あっては、病院に限る。）を定めることを義務付ける（複数の医療機関を

定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。）。

その際、一定の経過措置期間を設けることとする。 

ⅰ 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談 

対応を行う体制を常時確保していること。 

ⅱ 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保して 

いること。 

ⅲ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は 

協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認

められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保しているこ

と。 

イ 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた

場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称等について、当該

事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。 

ウ 入所者が協力医療機関に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能と

なった場合においては、速やかに再入所させることができるように努め

ることとする。 

○該当する条文 

・地域密着型基準第１７２条 
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③新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 

入所者における新興感染症発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる

体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と

連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとす

る。 

また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関

との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務付け

る。 

○該当する条文 

・地域密着型基準第１７２条 

 

④利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置の義務付け 

介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽出

及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳

や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備

するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、３年間の経

過措置期間を設けることとする。 
○該当する条文 

・地域密着型基準第１７７条及び第１８９条（第１０６条の２の準用） 

 

⑤ユニットケアの施設管理者研修の努力義務化 

ユニットケアの質の向上のための体制を確保する観点から、ユニット型施設

（ユニット型地域密着型介護老人福祉施設）の管理者は、ユニットケア施設管

理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。 

○該当する条文 

・地域密着型基準第１８７条 

 

６．看護小規模多機能型居宅介護 

①看護小規模多機能型居宅介護におけるサービス内容の明確化 

 看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点における「通い」・「泊まり」で

提供されるサービスに、看護サービス（療養上の世話又は必要な診療の補助）
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が含まれる旨を明確化する介護保険法の改正があったことから、その旨を運営

基準においても明確化する。 

○該当する条文 

・地域密着型基準第１９７条 

 

②利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置の義務付け 

介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽出

及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳

や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備

するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、３年間の経

過措置期間を設けることとする。 
○該当する条文 

・地域密着型基準第２０２条（第１０６条の２の準用） 

 

７．介護予防支援 

①介護予防支援の円滑な実施 

ア 指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合の人 

員配置 

指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行う場合

の人員に関する基準については、次のとおりとする。 

ⅰ 事業所ごとに 1以上の員数の介護支援専門員を置かなければならない 

こと。 

ⅱ 常勤かつ主任介護支援専門員である管理者を置かなければならない

こと。（ただし、主任介護支援専門の確保が著しく困難である等やむを

得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とすること

ができる。） 

ⅲ 管理者は、同一の事業所の他の職務に従事する場合や、管理上支障が

ない範囲で他の事業所の職務に従事する場合を除き、専らその職務に従

事する者でなければならないこと。 

イ 市町村に対する情報提供 

市町村において管内の要支援者の状況を適切に把握する観点から、指 
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定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受けて介護予防支援

を行うに当たって、市町村から情報提供の求めがあった場合は、介護予防

サービス計画の実施状況等を市町村に情報提供することとする。 

ウ その他、指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を

行うに当たって、所要の規定の整備を行う。 

○該当する条文 

・介護予防支援基準第４条、第５条、第６条、第１４条及び第３２条 

 

②指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング 

人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネ

ジメントの質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置等そ

の他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする見直しを行う。 

ア 利用者の同意を得ること。 

イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当

者その他の関係者の合意を得ていること。 

ⅰ 利用者の心身の状況が安定していること。 

ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通できること。 

ⅲ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把

握できない情報について、担当者から提供を受けること。 

  ウ 少なくとも６月に１回は利用者の居宅を訪問すること。 

○該当する条文 

・介護予防支援基準第３２条 

 

８．居宅介護支援 

①介護支援専門員１人当たりの取扱件数 

基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事

業所ごとに１以上の員数の常勤の介護支援専門員を置くことが必要となる人員

基準について、以下の見直しを行う。 

ア 原則、要介護者の数に要支援者の数に３分の１を乗じた数を加えた数が

４４又はその端数を増すごとに１とする。 

イ 指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、

居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための公益社団法

人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置してい
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る場合においては、要介護者の数に要支援者の数に３分の１を乗じた数を

加えた数が４９又はその端数を増すごとに１とする。 

○該当する条文 

・居宅介護支援基準第４条 

 

②公正中立性の確保のための取組の見直し 

事業者の負担軽減を図るため、次に係る事項に対して利用者に説明し、理解す

ることを居宅介護支援事業者の努力義務とする。 

ア 前６月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、

福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの利用割合 

イ 前６月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、

福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの同一事業者によっ

て提供されたものの割合 

○該当する条文 

・居宅介護支援基準第６条 

 

②指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング 

人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネ

ジメントの質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置等そ

の他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする見直しを行う。 

ア 利用者の同意を得ること。 

イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当

者その他の関係者の合意を得ていること。 

ⅰ 利用者の心身の状況が安定していること。 

ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通できること。 

ⅲ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把

握できない情報について、担当者から提供を受けること。 

  ウ 少なくとも２月に１回は利用者の居宅を訪問すること。 

○該当する条文 

・居宅介護支援基準第１５条 


